
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８月職場集会とは？ 

 ２００７年８月３０日、「えん罪・浦電事件」の刑事裁判で、浦和電車区分会（現さいたま運転区分会）

の６名に対し、同年７月 17日に出された第一審の有罪判決を理由にしてＪＲ東日本会社は「懲戒解雇」

処分を発令しました。 

 私たちは会社の不当な処分に対し、満腔の怒りを持って抗議するとともに浦電事件を風化させず、え

ん罪の無い社会を目指して「８月職場集会」を開催しています。 

８月職場集会は、各分会で日にちや時間、場所を決めて開催を予定しています。 


